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Ｒ７荒川上流 基準水位について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 荒川上流河川事務所

令和７年６月２日

荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

（第１２回）



◆各基準水位観測所にはそれぞれ受け持ち区間があります。

◆基準水位観測所の水位は、受け持ち区間内の堤防の低い地点で決まっていますので、水位の情報は、

観測所地点の情報（点の情報）ではなく、受け持ち区間の情報（線の情報）として見る必要があります。

この水位を基に
水位観測所の
水位に置きかえる
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１. 氾濫危険水位の設定の仕方について



 荒川上流部において、相対的に一番堤防の低
い箇所において２～３時間のリードタイムを考慮
し設定しています。
（荒川本川：３時間、支川：２時間）

 時間当たり水位上昇量は、過去の出水状況等
から、設定しています。

現在の堤防天端

当該箇所の危険水位

２～３時間後に越水する恐れ

将来計画の堤防高

氾濫危険水位

 避難判断水位は、氾濫危険水位から１時間の
リードタイムを考慮し設定しています。

 時間当たり水位上昇量は、過去の出水状況等から
設定しています。

避難判断水位

１時間後に
危険水位に達する恐れ

 令和３年５月に災害対策基本法が一部改正され、
避難勧告・指示を一本化し、避難情報のあり方を
包括的に見直しが行われました。

 氾濫危険水位

市町村長の避難指示の発令判断の目安

住民がとるべき行動は、危険な場所から

全員避難する水位

 避難判断水位

市町村長の高齢者等避難開始の発令判断の目安

住民がとるべき行動は、危険な場所から高齢者等

は避難する水位

氾濫危険水位

避難判断水位

避難完了

避難指示の発令判断の目安

高齢者等避難開始の
発令判断の目安

避難情報の見直し 危険水位（越水）設定イメージ 避難判断水位設定イメージ
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２. 荒川上流部における氾濫危険水位について
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３. 荒川上流管内の洪水予報区と基準水位観測所（基準水位）
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３. 荒川上流管内の洪水予報区と基準水位観測所（基準水位）
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